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1．はじめに 
平成 20 年度の税制改正により開始した「ふるさと納税」。

年々納税額、件数ともに増加しており、多くの人に利用さ
れている同制度が、令和 5 年 10 月から、その運用基準の一
部見直しがされることとなりました。 

 

2．ふるさと納税の概要 
ふるさと納税は、地方と都市の地域格差を是正するため

に開始され、個人の選んだ自治体に寄付を行った場合に、
寄付金額のうち 2,000 円を超える金額について、一定の上
限まで所得税と住民税から控除される制度です。 

指定を受けた自治体であればふるさと納税の対象となり、
「故郷」に限らず応援したい自治体を選択することが可能
ですが、他方で、魅力的な返礼品がある自治体に寄付が集
中するといった問題点も指摘されているところです。 

 

3．運用基準見直しの主な内容 
(1)募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄
付金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の 5 割
以下とする。（募集適正基準の改正) 

（出典:自民党 HP より） 

(2)加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方
団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品とし
て認める。(地場産品基準の改正) 

 

 

4．改正の背景 
 令和 4 年度の寄付総額は約 9,600 億円、件数は約 5,100
万件と大規模になっているふるさと納税ですが、寄付を集
めるため、多くの自治体が民間事業者の運営するふるさと
納税ポータルサイトに情報を掲載しています。こうした中、
これらのポータルサイトへの手数料の取り扱いがサイトご
とに異なっているのではないか、という指摘がありました。
中には寄付金額の10％を超える金額をポータルサイトの手
数料として支払っているケースもあり、自治体の支援を目
的として寄付をしているにも関わらず、自治体に資金が残
らないといった問題も抱えていました。 

 上記のような募集に要する費用を寄付金受入額の 5 割以
下（返礼品の調達費用も含む）とするルールについて、どこ
までの費用を含めるのかが曖昧になっていたため、運用基
準の見直しによりポータルサイトへの手数料や、各種事務
に係る費用等を明確に含めるものと定められました。 

 また、熟成肉や精米については、海外等から輸入した肉
を熟成させたものや他の地域産の米を精米したものを返礼
品として提供する自治体があったことから、地場産品（区
域内において生産された物品等）に該当するか疑義があり
ました。そのため、原材料がその自治体と同一の都道府県
内産であるものに限り、返礼品として認められるものと定
められました。 
 

5．見直しによる寄付者への影響 
運用基準の見直しにより、以前は含まれていなかった募

集に要する費用を含めた上で寄付受入額の 5 割以下とする
必要があり、5 割を超えてしまった場合には、何等かの費用
削減や、内容量・寄附金額の引き上げなどの対応が必要と
なります。 
 これにより、寄付者への影響として、これまでと同じ内
容の返礼品であっても、見直し後は内容量の減少若しくは
寄付金額の増加が考えられます。 
 

6．手続き方法 
 ふるさと納税の申告方法は、「確定申告」と「ワンストッ
プ特例」の二通りがあり、ワンストップ特例の利用には下
記の条件を満たす必要があります。 

(1)確定申告を行う必要がないこと 

(2)ふるさと納税の寄付先が年間で 5 自治体以内であること 

ワンストップ特例による申請は非常に簡単に行うことが
できるため、医療費控除など確定申告を行う必要がある方
以外は、こちらの方法が便利といえます。なお、ワンストッ
プ特例による申請期限は、寄付をした翌年の 1 月 10 日（必
着）となっているため、期限を過ぎてしまった場合には確
定申告を行う必要があります。 

また、ワンストップ特例による申請を行った後に確定申
告を行う必要が生じた場合には、ワンストップ特例による
申請は無効となりますので、確定申告書への記載忘れがな
いように注意が必要です。 

 

7．おわりに 
 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益の額は、一時所
得として所得税の課税対象になります。返礼品が多額にな
る場合には、返礼品に係る一時所得の申告漏れにも注意が
必要です。 


